
議第９９号 

市道路線の廃止について 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第１項の規定に基づき、次の市道路線を廃止した

いので、同条第３項において準用する同法第８条第２項の規定により議決を求める。 

  令和４年１２月１日提出 

高山市長  田 中 明

提案理由 

大規模開発に伴う都市公園の移設等に伴い廃止しようとする。 



市 道 路 線 廃 止 調 書 

 

整理 

 

番号 

路 線 名 

起   点 
重 要 な 

 

経 過 地 
終   点 

１ 
(４００７) 

上岡本２４号線 

高山市上岡本町６丁目１２２番地先から 

 

高山市上岡本町６丁目１１５番地先まで 

２ 
(４００９) 

上岡本２６号線 

高山市上岡本町６丁目８４番地１先から 

 

高山市上岡本町６丁目８３番地１先まで 

 

 



市道路線廃止の路面延長及び幅員 

（参考資料） 

整理 

 

番号 

路 線 名 延  長（ｍ） 幅  員（ｍ） 

１ 
(４００７) 

上岡本２４号線 
５１．８ ４．２０ ～ ７．５０ 

２ 
(４００９) 

上岡本２６号線 
１１４．２ ５．００ ～ ６．００ 

 

 

  


